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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
５

類
と
な
り
、
様
々
な
制
限
が

無
く
な
っ
た
こ
と
で
旅
行
な

ど
に
出
か
け
る
人
が
増
え
て

き
ま
し
た
。 

 

航
空
会
社
も
コ
ロ
ナ
前
の

状
態
に
戻
り
つ
つ
あ
り
、
業

績
も
上
向
い
て
き
て
い
ま
す
。

命
を
預
か
る
航
空
会
社
は
適

正
な
人
員
で
空
の
安
全
を
守

る
の
は
当
然
で
す
が
、
航
空

会
社
の
一
つ
Ｊ
Ａ
Ｌ
（
日
本

航
空
）
で
は
２
０
１
０
年
に

経
営
破
綻
に
よ
り
整
理
解
雇

が
行
わ
れ
と
事
を
皆
さ
ん
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
の
間
、
最
高
裁
判
決
や

業
務
委
託
契
約
な
ど
で
一
部

の
原
告
団
は
争
議
を
終
結
し

ま
し
た
が
、
１
３
年
目
に
突

入
し
た
た
た
か
い
は
原
告
団

３
５
名
で
継
続
中
で
す
。 

 

２
０
１
０
年
１
２
月

３
１
日
に
解
雇
を
強
行 

 

２
０
１
０
年
１
月
Ｊ
Ａ
Ｌ

（
日
本
航
空
）
は
政
府
の
方

針
で
破
綻
と
再
建
が
進
め
ら

れ
ま
し
た
。 

同
年
９
月
に
整
理
解
雇
の

方
針
が
決
定
さ
れ
、
以
下
の

人
選
の
基
準
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。 

①
２
０
１
０
年
８
月
３
１

日
時
点
で
の
休
職
者 

②
過
去
の
一
定
期
間
内
に

一
定
日
数
以
上
病
欠
ま
た
は

休
職
し
た
も
の 

③
目
標
人
数
に
達
し
な
い

場
合
、
年
齢
の
高
い
順
に
目

標
人
数
に
達
成
す
る
ま
で

（
１
２
月
３
１
日
に
５
５
歳

以
上
の
機
長
、
４
８
歳
以
上

の
副
操
縦
士
、
５
３
歳
以
上

の
客
室
乗
務
員
が
解
雇
） 

Ｊ
Ａ
Ｌ
は
再
建
の
過
程
で

人
員
削
減
目
標
は
超
過
達
成

し
、
１
２
月
時
点
で
１
，
５

８
６
億
円
の
営
業
利
益
を
上

げ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

１
２
月
３
１
日
に
パ
イ
ロ
ッ

ト
８
１
名
、
客
室
乗
務
員
８

４
名
を
年
齢
と
病
欠
を
理
由

に
整
理
解
雇
し
ま
し
た
。 

不
当
解
雇
撤
回
の
闘

い
が
ス
タ
ー
ト 

 

２
０
１
１
年
１
月
解
雇
さ

れ
た
乗
員
、
客
室
乗
務
員
は

「
不
当
解
雇
撤
回
裁
判
」
を

提
訴
し
、
３
月
に
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ

へ
申
し
立
て
を
行
い
ま
し
た
。

（
Ｊ
Ａ
Ｌ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
か
ら
４

回
の
勧
告
を
受
け
る
） 

「
不
当
解
雇
撤
回
裁
判
」
は

２
０
１
２
年
の
東
京
地
裁
、

２
０
１
４
年
の
東
京
高
裁
共

に
不
当
判
決
。
２
０
１
５
年

の
最
高
裁
で
乗
員
、
客
室
乗

務
員
共
に
上
告
を
棄
却
さ
れ

不
当
判
決
が
確
定
し
ま
し
た
。 

 

裁
判
は
終
結
し
ま
し
た
が
、

Ｊ
Ａ
Ｌ
が
２
０
１
１
年
７
月

に
国
土
交
通
省
に
提
出
し
た

「
安
全
報
告
書
」
に
お
い
て

２
０
１
０
年
度
末
時
点
で
更

生
計
画
の
目
標
削
減
人
数
を

７
３
５
名
も
超
過
削
減
し
て

い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。 

新
証
拠
が
出
た
か
ら
と
再

審
と
は
な
り
ま
せ
ん
が
必
要

の
な
か
っ
た
解
雇
を
行
っ
た

Ｊ
Ａ
Ｌ
は
説
明
責
任
を
果
た

す
べ
き
で
す
。 

 
 

最
高
裁
判
決
以
降
も
都
労

委
に
救
済
申
し
立
て
な
ど
を

行
い
、
た
た
か
い
を
継
続
し

て
い
ま
し
た
が
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
は

解
雇
争
議
の
解
決
案
と
し
て

「
業
務
委
託
契
約
に
よ
る
職

務
の
提
供
」（
月
額
１
２
万
５

千
円
の
報
酬
で
２
年
間
）
を

提
案
し
て
き
ま
し
た
。
２
０

２
２
年
７
月
に
一
部
の
原
告

団
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
争
議

を
終
結
し
ま
し
た
が
、
Ｊ
Ａ

Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
争
議
団
３

５
名
は
争
議
を
継
続
し
て
い

ま
す
。 

闘
い
を
継
続 

  

争
議
団
は
「
希
望
者
全
員

の
原
職
復
帰
」
と
「
損
害
を

補
償
す
る
解
決
金
」
を
求
め

て
都
労
委
闘
争
を
軸
に
た
た

か
っ
て
い
ま
す
。
た
た
か
い

の
輪
は
広
が
り
、
学
者
、
研

究
者
１
４
４
名
が
「
Ｊ
Ａ
Ｌ

に
解
雇
争
議
の
早
期
全
面
解

決
を
求
め
る
声
明
」
を
Ｊ
Ａ

Ｌ
，
国
土
交
通
省
、
東
京
都

労
働
委
員
会
に
提
出
し
ま
し

た
。
ま
た
、
超
党
派
の
国
会

議
員
２
０
名
が
「
Ｊ
Ａ
Ｌ
争

議
の
早
期
解
決
を
求
め
る
要

望
書
を
提
出
し
て
い
ま
す
。 

３
月
２
日
に
は
党
派
を
超

え
て
立
憲
民
主
、
自
民
、
共

産
、
社
民
の
議
員
、
秘
書
１

７
名
の
出
席
で
「
Ｊ
Ａ
Ｌ
争

議
院
内
報
告
集
会
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。 

 

長
崎
で
も
統
一
行
動 

 

争
議
団
は
６
月
の
Ｊ
Ａ
Ｌ

の
株
主
総
会
を
前
に
全
国
で

の
統
一
行
動
を
展
開
し
、
Ｊ

Ａ
Ｌ
と
国
土
交
通
省
に
対
し

て
争
議
解
決
の
決
断
を
迫
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

長
崎
で
も
統
一
行
動
が
行

わ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
山
田

支
部
長
が
２
名
の
原
告
団
と

共
に
長
崎
県
労
連
加
盟
の
労

組
に
オ
ル
グ
に
行
き
ま
し
た
。 

今
後
は
長
崎
地
区
労
と
連
携

し
な
が
ら
６
月
の
統
一
行
動

に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
行

き
ま
す
。 

宣
伝
行
動
で
は
交
通
費
な

ど
お
金
も
必
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。
今
後
は
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争

を
支
え
る
会
へ
加
入
や
、
支

援
物
販
の
申
し
込
み
な
ど
を

呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。
皆

さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 
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期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        


